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1.伊達市環境基本条例 
平成 10 年 12 月 18 日 

条例第 31 号 

 

私たちのまち伊達は、北は徳舜瞥山連山を屏風に、南は内浦湾に面し、北西には噴煙たなび

く有珠山を配し、長流川がまちを南北に貫き清流をたたえています。内浦湾沿いの南の地域は、

東山山麓を水源とする肥沃な大地がつづき、四季を通じて温暖な気候に恵まれ豊かな農作物を

育て、北に位置する大滝区は、豊富な湯量に恵まれた温泉郷を擁し、まちを包む豊かな森林は

多くの生命を育み、雄大な自然は四季折々の厳しくも鮮やかな彩りを見せるなど、私たちの暮

らしに潤いと安らぎを与えています。 

私たちの生活は、生産の向上と便利さの追求の結果飛躍的に豊かになりました。しかし、こ

のことが私たちの身近な環境に様々な影響を及ぼすとともに、地球規模での環境を脅かすもの

になってきました。それは、大量生産、大量消費、大量廃棄がもたらす廃棄物の処理、資源や

エネルギーの大量消費による地球温暖化、都市化の進展に伴う緑の減少、生活排水の処理等々

の問題です。 

私たち人類が生存するための基盤となる環境は、けっして無限ではなく、また、自然の生態

系の微妙な均衡のもとに成り立っています。いまこの環境が、主として私たちの日常生活や通

常の事業活動によって脅かされているのです。 

私たちは、健康で文化的な生活を営むために、良好で快適な環境の恵みを受ける権利を有し

ています。そして、私たちが誇れる、宝ともいうべきこの美しい自然環境をはじめとする限り

ある環境を良好で快適なものとして未来の世代に引き継いでいかなければなりません。 

そのため私たちは、私たちの生活が環境へ影響を与えていることを自覚し、環境が有限であ

ることを認識し、更に歴史的、文化的遺産を通じて、先住民の生活の知恵に学びながら、自然

との共生を基本として、環境への負荷の少ない循環型社会を築いていかなければなりません。 

このような認識のもと、私たちは、互いに協力し合い、学び合い、自ら参加して伊達市の良

好な環境の保全と、快適な環境の維持、創造に積極的に努めることを総意として、ここに伊達

市環境基本条例を制定します。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及

び創造」という。)について、市民の権利と義務を宣言し、基本理念を定め、並びに市、

市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活を営むことができ

る良好な環境を確保することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であ

って、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 
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2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾ

ン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広

範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献す

るとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の

活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又

は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物

の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活

環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及

びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。 

(良好で快適な環境の恵みを享受する権利と将来に引き継ぐ義務) 

第 3 条 市民は、健康で文化的な生活を営むため、環境に関する情報を知ること及び施策の策

定等に当たって参加することを通じ、良好で快適な環境の恵みを享受する権利を有す

るとともに、現在と将来の世代が共有する限りある環境を良好で快適なものとして将

来に引き継ぐ義務を有する。 

(基本理念) 

第 4 条 環境の保全及び創造は、人類の存続基盤である限りある環境が、人間の活動による環

境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、市民の良好

で快適な環境の恵みを享受する権利の実現と、良好で快適な環境を将来に引き継ぐこ

とを目的に行われなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、人と自然との共生を基本として、環境への負荷の少ない持続

的発展が可能な社会の構築に向けて、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ

積極的な取組によって行われなければならない。 

3 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることにかんがみ、

地域での取組として進められなければならない。 

(市の責務) 

第 5 条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及

び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(市民の責務) 

第 6 条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に

伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるととも

に、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

(事業者の責務) 

第 7 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生

ずる公害の防止又は自然環境の適正な保全のために、その責任において必要な措置を

講ずる責務を有する。 
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2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事

業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合

にその適正な処理が図られることとなるよう必要な措置を講ずる責務を有する。 

3 前 2 項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製

造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その

他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう製品の

開発、廃棄物の減量等に努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の

環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。 

4 前 3 項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に

資するよう自ら積極的に努め、及びその事業活動に係る環境の保全及び創造に関する

情報の自主的な提供に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施

策に協力する責務を有する。 

(環境の状況等に関する報告書) 

第 8 条 市長は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策に関する報告書(以

下「報告書」という。)を毎年作成し、これを公表しなければならない。 

2 市民及び事業者は、報告書について市長に意見書を提出することができる。 

3 市長は、報告書及び前項に定める意見書について伊達市環境審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

4 市長は、伊達市環境審議会から意見があった場合は、その趣旨を尊重し、必要な措置

を講ずるものとする。 

 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

 

第 1 節 施策の基本方針 

(基本方針) 

第 9 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本

理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき総合的かつ計画的に推進するものとす

る。 

(1) 人の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を実現

するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。 

(2) 人と自然が共生する豊かな環境を実現するため、野生生物の種の保存その他の生物

の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を

保全すること。 

(3) 潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、良好な環

境の保全を図りつつ、ゆとりある都市空間づくり、身近な緑や水辺との触れ合いづ

くり、自然と調和した良好な景観の形成、歴史的文化遺産の保存及び活用等を推進

すること。 
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(4) 環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現する

ために、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量化、資源の循環

的な利用及びエネルギーの適正かつ有効な利用を推進すること。 

(環境への配慮) 

第 10 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

基本理念にのっとり、前条に定める基本方針に基づき良好な環境の保全を図る見地

から、環境への負荷が低減されるよう十分配慮するものとする。 

 

第 2 節 環境基本計画 

(環境基本計画) 

第 11 条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めな

ければならない。 

2 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の基本的な事

項について定めるものとする。 

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民及び事業者並びに

伊達市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

5 前 3 項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

第 3 節 市が講ずる環境の保全及び創造を推進するための施策 

(環境影響評価の推進) 

第 12 条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、その事業

の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、

予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る良好な環境の保全につい

て適正に配慮することを効果的に推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

(規制等の措置) 

第 13 条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがあ

る行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、指導、助言

その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(経済的措置) 

第 14 条 市は、市民及び事業者が自ら環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切

な措置をとるよう誘導するため、市民及び事業者に対し必要かつ適正な経済的な助

成を行うために、必要な措置を講ずるものとする。 

2 市は、市民及び事業者が自ら環境への負荷の低減に努めるよう誘導するため、市民

及び事業者に対し適正かつ公平な経済的な負担を求めるために、必要な措置を講ず

るものとする。 
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(良好な環境の保全に関する施設の整備) 

第 15 条 市は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及

び下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施

設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の整備を推進するた

め、必要な措置を講ずるものとする。 

(廃棄物の減量の促進等) 

第 16 条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、

事業者及び市民による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切か

つ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業

の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切か

つ有効な利用に努めるものとする。 

(環境の保全と調和した農業及び漁業の促進) 

第 17 条 市は、環境への負荷の低減と安全な食料の生産を図るため、肥料及び農薬の適正な

使用並びに水質の保全に配慮した適正な養殖その他の措置により、環境の保全と調

和した農業及び漁業が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

2 市は、農業及び漁業から生ずる廃棄物が適正に処理され、並びに循環的に利用され

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

(野生生物の保護管理) 

第 18 条 市は、野生生物の多様性を損なうことなく適正に保護管理するため、その生息環境

の保全その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(森林及び緑地の保全等) 

第 19 条 市は、人と自然とが共生できる基盤としての緑豊かな環境を形成するため、森林お

よび緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(良好な水環境の保全等) 

第 20 条 市は、河川、海域等における良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な

水循環及び安全な水の確保のために必要な措置を講ずるものとする。 

(ゆとりある都市空間づくり等) 

第 21 条 市は、伊達市の風土にふさわしい快適な環境を維持し、及び創造するため、ゆとり

ある都市空間づくり、身近な緑や水辺との触れ合いづくり、自然と調和した良好な

景観の形成、歴史的文化遺産の保存及び活用その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

(化学物質等に係る情報の収集等) 

第 22 条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、人の健康を損なうおそれがある化学物

質等について情報の収集、提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 
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(調査の実施等) 

第 23 条 市は、環境の状況の把握に関する調査並びに環境の保全及び創造に関する施策の策

定に必要な調査を実施するとともに、監視、測定、試験及び検査の体制の整備に努

めるものとする。 

(国及び他の地方公共団体との協力) 

第 24 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策について、国及び他の地方公共団体と緊密

な連携のもとに協力して、その推進に努めるものとする。 

(財政上の措置) 

第 25 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるものとする。 

(推進体制の整備) 

第 26 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の

機関及び部局相互の緊密な連携並びに調整を図るための体制の整備、職員の研修そ

の他の必要な措置を講じなければならない。 

 

第 4 節 市民等による環境の保全及び創造のための行動を促進する施策 

(環境教育及び環境学習の推進) 

第 27 条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、市

民及び事業者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう、環

境の保全及び創造に関する教育及び学習(以下「環境教育」という。)を推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。 

2 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒の環境教育を積極的に推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。 

(市民団体等の自発的な活動の促進) 

第 28 条 市は、市民、事業者又は市民及び事業者の組織する民間の団体(以下「市民団体等」

という。)が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、資金及

び情報の提供その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。 

(情報の収集、提供及び公開) 

第 29 条 市は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、

第 27 条に定める環境学習の推進及び前条に定める市民団体等の自発的な活動の促

進に資するため、必要な情報を提供するよう努めるものとする。 

2 市は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する情報を公開するため、必要な

措置を講ずるものとする。 

(事業者の環境管理の促進) 

第 30 条 市は、事業者が、その事業活動を行うに当たり、その事業活動が環境に配慮したも

のとなるよう自主的な管理を行うことを促進するため、必要な措置を講ずるものと

する。 
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(事業者との協定の締結) 

第 31 条 市長は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止するため特に必要があるときは、

事業者との間で環境への負荷の低減に関する協定を締結するものとする。 

(市民等の施策への参加) 

第 32 条 市は、第 8 条、第 11 条及び第 12 条に定める場合を除き、環境の保全及び創造に関

する施策を策定し、及び実施するに当たっては、あらかじめ、市民及び事業者が意

見を述べることができるよう必要な措置を講じなければならない。 

2 前項の場合において、市は、児童及び生徒の意見についても配慮するものとする。 

 

第 5 節 地球環境保全のための施策 

(地球環境保全のための行動の促進) 

第 33 条 市は、市、市民及び事業者がそれぞれの役割に応じて地球環境保全に資するよう行

動するための指針を定め、その普及に努めるとともに、これに基づくそれぞれの行

動を促進するものとする。 

(地球環境保全のための国際協力) 

第 34 条 市は、地球環境保全に資するため、国等と連携し、国際協力の推進に努めるものと

する。 

 

第 3 章 環境審議会 

(設置) 

第 35 条 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 44 条の定めるところにより、伊達市環境審議

会(以下「審議会」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第 36 条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又は他の条例の規定によりその権限に属された事項 

2 前項に定めるもののほか、審議会は、環境の保全及び創造に関する基本的事につい

て市長に意見を述べることができる。 

(組織等) 

第 37 条 審議会は、委員 15 人以内で組織し、環境に関し識見を有する者のうちから市長が委

嘱する。 

2 委員の任期は、2 年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再

任は妨げない。 

3 審議会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時の委員を置く

ことができる。 

4 前 3 項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 
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附 則 

 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 

(既存の環境基本計画) 

2 この条例の施行の際に既に定められている環境基本計画は、この条例第11条第1項、

第 2 項及び第 3 項の規定に基づき定められたものとみなす。 

(伊達市環境審議会条例の廃止) 

3 伊達市環境審議会条例(平成 10 年条例第 1 号)は、廃止する。 

 

附 則(平成 24 年 3 月 21 日条例第 5 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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2.用語解説 

 

＜あ行＞                

【愛知目標】 

正式には、「生物多様性新戦略計画」と言い、西暦 2010 年（平成 22 年）愛知県名古屋市
で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議で採択されたものを指します。2050 年まで
に、人類と自然が共生した世界を実現させるために制定されたものです。 

 

【アジェンダ 21】 

環境と開発の統合のための２１世紀に向けた具体的な行動計画です。前文及び①社会的・
経済的側面、②開発資源の保護と管理、③主たるグループの役割の強化、④実施手段の 4 部
から構成されています。大気保全、森林、砂漠化、生物多様化、淡水資源、海洋保護、廃棄
物等の具体的な問題についてのプログラムを示すとともに、その実施のための資金メカニズ
ム、技術移転、国際機構、国際法の在り方等についても規定しています。 

 

【一般廃棄物】 

廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものです。一般家庭からの家庭ごみが主なもので、事業
所などから排出される産業廃棄物以外のごみや、し尿などの液状廃棄物も含まれます。 

 

【越境汚染】 

大気汚染の原因となる物質が遠く離れた発生源（数百～数千 km）から気流で運ばれてく
ること。日本では、中国大陸や朝鮮半島から偏西風で飛来する光化学スモッグや PM2.5 等が
問題となっています。 

 

【エネルギー基本計画】 

エネルギー政策の基本方針（安全性・安定供給・経済効率性の向上・環境への適合）に則
り、エネルギー政策の基本的な方向性を示した計画です。 

現在の国の最新計画である第 5 次エネルギー基本計画では、「東京電力福島第一原子力発電
所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むこと」等を原点に検討を進め、2030 年、
2050 年に向けた方針を示しています。 

 

【オゾン層】 

オゾンは酸素原子 3 個からなる気体で、大気中のオゾンは成層圏（約 10～50km 上空）に
約 90％存在しており、このオゾンの多い層を一般的にオゾン層と言います。成層圏オゾンは、
太陽からの有害な紫外線を吸収し、地上の生態系を保護しています。 

特定フロン等の大気中への放出に伴い、成層圏のオゾン層が破壊され、その結果、有害紫
外線が増大し、皮膚がんが増える等の健康影響や生態系への悪影響をもたらすこと等に加え、
気候に重大な影響をもたらすことが懸念されています。 

 

【温室効果ガス】 

太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を温める働きをする気体を指し、「greenhouse gas」
の頭文字から「GHG」と省略されることもあります。 

京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パー
フルオロカーボン、六ふっ化硫黄の６種類のガスを温室効果ガスとしています。日本におい
ては、温室効果ガスの大半が二酸化炭素となっており、全体の 90%以上の割合を占めていま
す。 
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＜か行＞                

 

【海洋汚染】 

世界の海洋全般に及ぶ油、浮遊性廃棄物、有害化学物質等による汚染の進行により、海に
成育・生息している多くの生物に悪影響を与え、生態系をも変えようとしています。 

 

【外来種】 

人の手によって、もともと生息していなかった場所へ移送された生物（動物、昆虫、植物
などすべての分類群）のことで、在来種や生態系に影響を及ぼすとして問題となっています。 

国内の在来種でも、分布域外に移動した場合、国内由来の外来種として影響する可能性が
あるため、注意が必要となります。 

 

【環境アセスメント（環境影響評価）】 

大規模な開発事業を行う前に、その事業が環境に与える影響について調査・予測・評価を
行って結果を公表し、市民や行政の意見を踏まえて環境保全上よりよい事業計画を作りあげ
る制度です。 

 

【環境基準】 

「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準（環境
基本法第 16 条）」として定められ、現在、環境基準は大気汚染、水質汚濁、騒音及び土壌
汚染について定められています。 

 

【環境基本計画】 

国や地方自治体の策定による環境保全に関する基本的な計画を指します。 
 

【環境基本法】 

1993 年（平成 5 年）に制定された、複雑化・地球規模化する環境問題に対応するための
法律です。それまでの公害対策基本法や自然環境保護法では対応に限界があるとされ、新た
な枠組みを示す基本的法律として制定されました。 

 

【環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律】 

2011 年（平成 23 年）に成立した法律です。「環境の保全のための意欲の増進及び環境教
育の推進に関する法律」を一部改正したもので、環境教育等の基盤強化等や、環境行政への
民間団体の参加及び協働取組の推進等が盛り込まれています。 

 

【環境と開発に関する国連会議（地球サミット）】 

1992 年（平成 4 年）に、国際連合がリオ・デ・ジャネイロで開催した国際会議を指しま
す。地球サミットと呼ばれることもあります。 

 

【環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律】 

2003 年（平成 15 年）に成立した法律です。環境保全活動やその促進のための意欲増進、
環境教育についての基本理念を定めるとともに、国民、民間団体等、国及び地方公共団体の
責務を明らかにし、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。 

 

【環境緑地保護地区】 

「北海道自然環境等保全条例」に基づいて指定される市町村の市街地及びその周辺地のうち、
環境緑地として維持又は造成することが必要な地区のことを言います。 
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＜か行＞（続き）            

 

【気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）】 

2015 年（平成 27 年）にパリで行われた、21 回目の気候変動枠組条約締約国会議です。
2020 年以降の温暖化対策についての議論を行っており、COP3 時（1997 年（平成 9 年））
に採択された京都議定書に代わる新たな枠組みとして、パリ協定が採択されました。 

 

【希少種】 

一般的には、数が少なく、稀にしか見られない種を指します。環境省のレッドデータブッ
クでは準絶滅危惧種に位置付けられており、現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の
変化によって「絶滅危惧」に移行する可能性のある種を指すと定義されています。ヤマネ、
オオサンショウウオ等が該当します。 

 

【グローバル・アクション・プログラム】 

2013 年（平成 25 年）に採択された、「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」の後
継プログラムです。全ての人が知識、技能、価値観、態度を得る機会を持つために教育・学
習を再方向付けし、持続可能な開発に貢献し、実際に成果を上げるよう能力向上することと、
持続可能な開発を促進する全ての関連アジェンダ・プログラム・活動において教育・学習の
役割を強化することを目標としています。 

 

【景観緑三法】 

2004 年（平成 16 年）に成立した景観法、景観法施行関係整備法、都市緑地法のことです。 
景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景

観整備機構による支援等を規定しており、景観についての総合的な法律となっています。 
 

【公害、典型七公害】 

環境基本法で定義する｢公害｣とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活
動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下
及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義されています。こ
の七公害を典型七公害と呼んでいます。 

 

【合併処理浄化槽】 

公共下水道の未整備地域などで、各家庭に取り付ける汚水処理装置です。トイレの汚水だけ
ではなく、台所、お風呂の生活雑排水も一緒に処理できます。これに対し生活雑排水のみの汚
水処理をする装置を単独処理浄化槽と言います。 

 

【国連持続可能な開発のための教育の 10 年】 

国際連合が、「持続可能な開発のための教育※」への取り組みを推進するよう各国政府に働き
かけたキャンペーンのことで、2005 年（平成 17 年）～2014 年（平成 26 年）までを期間と
しています。日本の方針では、持続可能な消費・生産パターンを定着させることや生物多様性
を確保すること等に重点を置いており、経済、社会の側面についても健全で持続的な社会経済
を目指すこと、としています。 
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＜さ行＞                

 

【再生可能エネルギー】 

繰り返し起こる自然現象から取り出すエネルギーの総称です。太陽光や風力、地熱、波力
などの自然エネルギーと、廃棄物の焼却熱利用・発電などのリサイクル型エネルギーを指し
ます。 

 

【産業廃棄物】 

事業活動により発生する特定の廃棄物です。多量発生性・有害性の観点から排出事業者に
処理責任があり、現在 20 種類の産業廃棄物が定められています。 

 

【自然景観保護地区】 

「北海道自然環境等保全条例」に基づいて指定される森林、草生地、山岳、丘陵、渓谷、
湖沼、河川、海岸等の所在する地域のうち、良好な自然景観地として保護することが必要な
地区のことを言います。 

 

【持続的発展が可能な社会】 

環境保全に関する行動が自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵
み豊かな環境を維持するとともに、環境への負荷が少ない健全な経済の発展を図りながら持
続的に発展することができる社会が構築されることを言います。 

 

【持続可能な開発のための教育（ESD）】 

環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な現代社会の課題を自らの問題として捉え、身
近なところから取り組むことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生
み出し、持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動を指します。 

 

【持続可能な開発のための 2030 アジェンダ】 

2015 年（平成 27 年）の国連サミットで採択された、持続可能な開発目標（SDGs）を中
核とした新たな国際指針です。国連ミレニアム・サミット（2000 年（平成 12 年））で策定
されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継となっています。 

 

【持続可能な開発目標（SDGs）】 

2015 年（平成 27 年）の国連サミットで採択された、2016 年（平成 28 年）～2030 年（平
成 42 年）までの国際目標です。貧困や飢餓・エネルギー・気候変動等、持続可能な世界を
実現するための 17 のゴールと 169 のターゲットから構成されています。 

 

【循環型社会】 

環境への負荷を低減するため、製品の再利用や再資源化等を進めて新たに自然界から採取
する資源をできるだけ少なくするとともに、廃棄されるものを最小限に抑える社会の事です。 

 

【循環型社会形成推進基本法】 

2000 年（平成 12 年）に制定された、廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本的な
法律です。日本における循環型社会の形成を促すために制定されました。 

 

【循環型社会形成推進基本計画】 

循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画です。現在の
最新計画である第四次計画では、重要な方向性として、①地域循環共生圏形成による地域活
性化、②ライフサイクル全体での徹底的な資源循環、③適正処理の更なる推進と環境再生等
を掲げており、その実現に向け、概ね 2025 年までに国が講ずべき施策を示しています。 
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＜さ行＞（続き）            

 

【省エネ法に基づく定期報告事業者クラス分け評価制度】 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）の定期報告を提出する全ての事業者
へ、メリハリのある対応を実施するための評価制度です。上から順に S・A・B・C の４段階
のクラスがあり、S は省エネが優良事業者、A は一般的な事業者、B は省エネが停滞してい
る事業者、C は注意を要する事業者となっています。 

 

【振動規制法】 

1976 年（昭和 51 年）に制定された法律で、工場及び事業場における事業活動並びに建設
工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通
振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資す
ることを目的としています。 

 

【水源涵養
かんよう

】 

森林の土壌が降水を貯留し、河川へ流れ込む水量を平準化させて流量を安定させる機能の
ことです。雨水が森林土壌を通過するので水質の浄化にもつながります。 

 

【水質汚濁防止法】 

1970 年（昭和 45 年）に制定された法律で、工場等から公共用水域に排出される水の排出
や地下への水の浸透を規制することと、それらの汚水や廃液により人の健康に係る被害が生
じた場合の被害者の保護を図ることを目的としています。 

 

【３Ｒ】 

ごみの減量やリサイクルの促進へ向けて定式化された行動目標を表す標語です。発生抑制
(reduce、買う量や使う量を減らすこと)、再使用(reuse、使えるものは繰り返し使うこと)、
再生利用(recycle、再び資源として活用すること)の英語の頭文字に由来しています。 

 

【生物多様性】 

ある生態系、生物群系、または地球全体に、多様な生物が存在している状態を指します。 
生物多様性条約では、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性の 3 つの区分で構成

されています。 
 

【生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）】 

2010 年（平成 22 年）に行われた、10 回目の生物多様性条約締約国会議です。遺伝資源
へのアクセスと利益配分（ABS）に関する名古屋議定書と、2011 年（平成 23 年）以降の新
戦略計画（愛知目標）が採択されました。 

 

【生物多様性国家戦略 2012-2020】 

2012 年（平成 24 年）に策定された、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の
基本的な計画です。愛知目標の達成に向けた日本のロードマップや、2020 年度（平成 32 年
度）までに重点的に取り組むべき施策の方向性等を示しています。 

 

【騒音規制法】 

1968 年（昭和 43 年）に制定された法律で、「工場及び事業場における事業活動並びに建
設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車
騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する
こと」を目的としています。 
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＜た行＞                

 

【大気汚染防止法】 

1968 年（昭和 43 年）に制定された、大気汚染防止のための法律です。ばい煙の排出の規
制等に関する法律を廃止して制定されたもので、国民の健康の保護や生活環境の保全を目的
としています。 

 

【地球温暖化】 

人為的要因により、二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度が増加し、地表面の温度が上昇
することを指します。 

 

【地球温暖化対策の推進に関する法律】 

1998 年（平成 10 年）に制定された、地球温暖化防止のための法律です。第 3 回気候変動
枠組条約締約国会議で採択された京都議定書を踏まえ、日本全体で温暖化対策に取り組むた
めに制定されました。 

 

【地産地消】 

地域生産・地域消費の略語で、地域で生産された生産物や資源をその地域で消費すること
です。この活動により、地場産品の消費拡大、健康的な食生活の実現、環境保全、地域の活
性化等の様々な効果が期待されています。 

 

【地方公共団体実行計画】 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づいて地方公共団体が策定する、温室効果ガスの
排出抑制等を推進するための計画です。 

 

【低炭素社会】 

地球温暖化が進行し気候変動への悪影響が社会問題となる中、生まれた考え方で、化石燃料
消費に伴う温室効果ガスの排出を大幅に削減し、世界全体の排出量を自然界の吸収量と同じレ
ベルにしていくことで、気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中の温室効果ガス濃度を安定化
させると同時に、生活の豊かさを実感できる社会を言います。 

 

【天然資源】 

自然を構成する利用可能な資源のことです。土地・水・鉱物等の無生物資源と、森林・野生
鳥獣・魚等の生物資源に分けられます。 
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＜は行＞                

 

【パリ協定】 

2015 年（平成 27 年）に COP21 で採択された、気候変動に関する協定です。COP3 時（1997
年（平成 9 年））に採択された京都議定書に代わる新たな枠組みで、世界全体の GHG 削減目
標や、途上国・新興国への温暖化対策への自主的取組み等が設定されています。 

 

【微小粒子状物質（PM2.5）】 

大気中に浮遊している 2.5μm 以下の非常に小さな粒子のことで、肺の奥深くまで入りやす
く、呼吸器系や循環器系に対して悪影響を及ぼします。 

 

【微小粒子状物質（PM2.5）に係る注意喚起の暫定指針】 

2013 年（平成 25 年）に、「微小粒子状物質（PM2.5）に関する専門家会合」が国民に注
意喚起を行うための暫定的指針として示したものを指します。一時的に濃度が上昇し国民の
関心が高まったことで出されたもので、法令に基づかない注意喚起のため、暫定的な指針と
いうものになっています。 

 

【フロン類】 

炭素・フッ素・塩素からなる CFC（クロロフルオロカーボン）、塩素を含まない FC（フル
オロカーボン）や、水素を含む HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）及び HFC（ハイ
ドロフルオロカーボン）などがあり、主に冷媒・溶剤として使用されます。 

 

【放射性物質汚染対処特措法】 

正式には、「平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の
事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」と言い
2011 年（平成 23 年）に制定されました。2011 年（平成 23 年）に発生した東日本大震災
による原子力発電所事故で、放射性物質で汚染されたがれきや土壌などを処理するための法
律です。 

 

 

＜や行＞                

 

【有害鳥獣】 

具体的な定義はありませんが、一般には人に対して生命的・経済的に害を及ぼす鳥獣を指
しており、イノシシ・カラス・ニホンザル・シカ・クマ等が該当することが多いです。 
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３．環境基準値 

 

■大気汚染に係る環境基準 

 

◆環境基準 

１ 環境基準は、別表の物質の欄に掲げる物質ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおり

とする。 

２ １の環境基準は、別表の物質の欄に掲げる物質ごとに、当該物質による大気の汚染の状況を

的確には握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法

により測定した場合における測定値によるものとする。 

３ 一の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所

については、適用しない。 

 

別表 大気汚染に係る環境基準 

 
備考 
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、

適用しない。 
2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 
3.二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地

域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回
ることとならないよう努めるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物質 環境上の条件（設定年月日等） 測定方法

二酸化いおう

（SO2）

１時間値の１日平均値が0.04ppm以下

であり、かつ、１時間値が0.1ppm以下で

あること。(48.5.16告示)

溶液導電率法又は紫外線蛍光法

浮遊粒子状物質

（SPM）

１時間値の１日平均値が0.10mg/m3

以下であり、かつ、１時間値が

0.20mg/m3以下であること。

(48. 5.8告示)

濾過捕集による重量濃度測定方法又は

この方法によって測定された重量濃度と

直線的な関係を有する量が得られる

光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線

吸収法

二酸化窒素

（NO2）

１時間値の１日平均値が0.04ppmから

0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下で

あること。(53. 7.11告示)

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又は

オゾンを用いる化学発光法
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■水質汚濁に係る環境基準 
 

◆環境基準 

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全に関し、それぞ

れ次のとおりとする。 

１ 人の健康の保護に関する環境基準 

 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表１の項目の欄に掲げる項目

ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

２ 生活環境の保全に関する環境基準 

(1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表２の水域類型の欄に掲げ

る水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げる

とおりとする。 

(2) 水域類型の指定を行うに当たつては、次に掲げる事項によること。 

ア 水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優先するこ

と。 

イ 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。 

ウ 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。 

エ 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように

配慮すること。 

オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。 

カ 対象水域が、2 以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)の

一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が

行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。 

 

別表１ 人の健康の保護に関する環境基準 

 
備考 
１ 基準値は年間平均値とする。 
２ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定

された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸
イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

項目 基準値 測定方法

砒素 0.01mg／L 以下 規格61.2、61.3又は61.4に定める方法

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素
10mg／L 以下

硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6

に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1に定める方法
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別表２ 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

 
備考 
１ 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20CFU/100ml 以下とする。 
２ アルカリ性法とは、次のものをいう。 
  試料 50mL を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10w/v%）１mL を加え、次

に過マンガン酸カリウム溶液（2mmoL/Ｌ）10mL を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確
に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液（10w/v%）１mL とアジ化ナトリウム溶液（４
w/v%）１滴を加え、冷却後、硫酸（2+1）0.5mL を加えてよう素を遊離させて、それを力価の
判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmoL/ Ｌ）ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。 

  同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式により COD 値を計
算する。 

 
   COD（O2mg/L）＝0.08Ｘ（(b)−(a)）ＸfNa2S2O3Ｘ1000/50 
        (a)：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmoL/L）の滴定値(mL) 
        (b)：蒸留水について行った空試験値(mL) 
    fNa2S2O3：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmoL/L）の力価 
３ 大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100ml とし、

大腸菌を培地で培養し、発育したコロニーの数を数えることで算出する。 
 

（注） 
１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 
  水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 
３ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

 

  

水素イオン

濃度

(pH)

化学的酸素

要求量

(COD)

溶存酸素量

(DO)
大腸菌数

n-ヘキサン

抽出物質

(油分等)

水産１級

水浴

自然環境保全及び

Ｂ以下の欄に掲げるもの

水産２級

工業用水及びＣの欄に

掲げるもの

Ｃ 環境保全
7.0以上

8.3以下

８mg/L

以下

２mg/L

以上
− −

項目類型

基準値

該当水域利用目的の適応性

Ａ
検出

されないこと。
環境基準の

2の(2)により

水域類型ごとに

指定する水域Ｂ −
検出

されないこと。

7.8以上

8.3以下

２mg/L

以下

7.5mg/L

以上

300CFU/

100mL以下

５mg/L

以上

３mg/L

以下

7.8以上

8.3以下
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別表２ 生活環境の保全に関する環境基準（河川（湖沼を除く。）） 

 
備考 
１ 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の

日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値
のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））
とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 

２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする（湖
沼もこれに準ずる。）。 

３ 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計
測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているもの
をいう（湖沼海域もこれに準ずる。）。 

４ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）につい
ては、大腸菌数 100ＣＦＵ／100ml 以下とする。  

５ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない
（湖沼、海域もこれに準ずる。）。  

６ 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、
大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 

 
（注） 
１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水道１級  ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
  水道２級  ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
  水道３級  ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
３ 水産１級  ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産

生物用 
  水産２級  ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
  水産３級  ：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 
４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
  工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
  工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 
５ 環境保全  ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度  

水素イオン

濃度

(pH)

生物化学的

酸素要求量

(BOD)

浮遊物質量

(SS)

溶存酸素量

(DO)
大腸菌数

水道１級

自然環境保全及び

Ａ以下の欄に掲げるもの

水道２級

水産１級

水浴及び

Ｂ以下の欄に掲げるもの

水道３級

水産２級及び

Ｃ以下の欄に掲げるもの

水産３級

工業用水１級及び

Ｄ以下の欄に掲げるもの

工業用水２級

農業用水及び

Ｅの欄に掲げるもの

工業用水３級

環境保全

ＡＡ

環境基準の

2の(2)により

水域類型ごとに

指定する水域

Ａ

Ｂ

Ｃ −

20CFU/

100mL以下

7.5mg/L

以上

25mg/L

以下

１mg/L

以下

6.5以上

8.5以下

該当水域利用目的の適応性項目類型

6.0以上

8.5以下

10mg/L

以下

２mg/L

以上

２mg/L

以上

100mg/L以

下

８mg/L

以下

6.0以上

8.5以下
Ｄ −

Ｅ

ごみ等の

浮遊が認め

られないこと。

−

基準値

6.5以上

8.5以下

２mg/L

以下

25mg/L

以下

7.5mg/L

以上

300CFU/

100mL以下

1,000CFU/

100mL以下

6.5以上

8.5以下

５mg/L

以下

50mg/L

以下

５mg/L

以上

５mg/L

以上

25mg/L

以下

３mg/L

以下

6.5以上

8.5以下
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■ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準 
 

◆環境基準 

１ 環境基準は、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。 

２ １の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、別表の媒体の項に掲げる媒体

ごとに、ダイオキシン類による汚染又は汚濁の状況を的確に把握することができる地点にお

いて、同表の測定方法の項に掲げる方法により行うものとする。 

３ 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水につい

て適用する。 

 

別表 ダイオキシン類による環境基準 

 
備考 
１ 基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。 
２ 基準値は、年間平均値とする。 

 
 
■騒音に係る環境基準 
 

◆環境基準 

１ 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに表１の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類

型を当てはめる地域は、都道府県知事（市の区域内の地域については、市長。）が指定する。 

 

表１ 

 
（注） 
１ 時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前

6 時までの間とする。 
２ AA を当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を

要する地域とする。 
３ A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 
４ B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 
５ C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 

 

 

 

媒体 基準値 測定方法

水質

（水底の底質を除く。）
１pg-TEQ／l 以下 日本工業規格Ｋ0312に定める方法

昼間 夜間

AA 50デシベル以下 40デシベル以下

A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下

C 60デシベル以下 50デシベル以下

地域の類型
基準値
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ただし、表２に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という。）については、

表１によらず表２の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

 

表２ 

 
備考 

車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道
部分をいう。 

 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、表２にかかわらず、特例

として表３の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

 

表３ 

 
備考 

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認
められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあって
は 40 デシベル以下）によることができる。 

 

２ １の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。 

(1) 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供

される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとす

る。 

この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けや

すい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。 

(2) 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等

価騒音レベルによって評価することを原則とする。 

(3) 評価の時期は、騒音が 1 年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。 

(4) 騒音の測定は、計量法（平成 4 年法律第 51 号）第 71 条の条件に合格した騒音計を用い

て行うものとする。この場合において、周波数補正回路は A 特性を用いることとする。 

(5) 騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格 Z8731 による。ただし、時間の区

分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得

る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当

昼間 夜間

ａ地域のうち２車線以上の車線を

有する道路に面する地域
60デシベル以下 55デシベル以下

ｂ地域のうち２車線以上の車線を

有する道路に面する地域及び

ｃ地域のうち車線を有する道路に

面する地域

65デシベル以下 60デシベル以下

地域の区分
基準値

昼間 夜間

70デシベル以下 65デシベル以下

基準値
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該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困

難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間

が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推

計する方法によることができる。 

なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地

内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度版 伊達市環境白書 

発行日：2023 年（令和 5 年）９月 

発 行：北海道伊達市 

編 集：伊達市経済環境部環境衛生課 

    〒052-0024 

    北海道伊達市鹿島町 20 番地 1 

 


